
事務事業評価の評価結果について（平成２９年度の事業に対する評価）

下水道局 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成30年
度以降の事
業の方向性

所見

下水道総務
課

浄化槽事
業

　公共用水域の水質汚濁の防止
を図り、生活排水処理アクショ
ンプログラムに基づく施設整備
を推進するため、浄化槽設置事
業補助金交付要綱で定めた対象
者に、浄化槽設置に係る補助金
を交付することにより浄化槽の
設置を促進するとともに浄化槽
の適正な維持管理を行うよう広
報やホームページ等により啓発
を行い、市民と一体となった生
活排水対策に取り組みます。
　共同汚水処理施設修繕工事補
助金交付事業については、津市
共同汚水処理施設修繕工事補助
金交付要綱に係る管理組合等に
修繕工事の補助金交付を行いま
す。

汚水処理人口
普及率

　下水道・農業集落排水
事業区域、共同汚水処理
施設対象区域に浄化槽を
設置した住宅が取り込ま
れていくことから、浄化
槽処理人口普及率のみで
は成果指針は見出せない
ため、浄化槽を含んだ汚
水処理人口普及率を成果
指針とします。
　（浄化槽設置済人口＋
下水道処理人口＋農業集
落排水施設整備人口）÷
住民基本台帳人口＝汚水
処理人口普及率

83% 84.20%

浄化槽事業については、
浄化槽設置整備事業補助
金制度は、浄化槽設置の
動機づけとなり市民とと
もに公共用水域の水質改
善に向けた取り込みを行
うことができた。共同汚
水処理施設事業について
は、共同汚水処理施設修
繕工事補助金の交付を行
うことで、管理組合等の
支援を行いました。これ
により、市民とともに公
共用水域の水質改善に向
けた生活排水対策に取り
組み、汚水処理人口普及
率の向上を進めました。

4

　浄化槽事業について
は、生活排水対策として
有効な１２３基（件）の
浄化槽設置者に対して浄
化槽設置整備事業補助金
の交付を行うことによっ
て、新築住宅はもとよ
り、トイレの改修や既存
住宅のリフォームにおけ
る浄化槽設置の動機づけ
となりました。
　また共同汚水処理施設
を管理する６団地に対し
て共同汚水処理施設修繕
工事補助金の交付を行う
ことによって、市民とと
もに公衆衛生の向上及び
公共用水域等の水質の保
全を図ることができた。

現状維持

　浄化槽、共同汚水処理
施設による水質改善は重
要な取組であり、今後も
一定の補助金交付を行う
ことにより、生活排水対
策に取り組んでいきま
す。

下水道総務
課

維持管理
事業

　生活排水処理アクションプロ
グラムに基づく施設整備を推進
するため、単独浄化槽や汲取り
便槽から合併処理浄化槽へ転換
された方や、既に設置されてい
る合併処理浄化槽の帰属を希望
される方に、一定の条件のも
と、市に帰属を受け、併せて、
市が浄化槽の適正な維持管理を
行うことにより公共用水域の保
全に努め、市民と一体となった
生活排水対策に取り組みます。

汚水処理人口
普及率

　下水道・農業集落排水
事業区域、共同汚水処理
施設対象区域に浄化槽を
設置した住宅が取り込ま
れていくことから、浄化
槽処理人口普及率のみで
は成果指針は見出せない
ため、浄化槽を含んだ汚
水処理人口普及率を成果
指針とします。
　（浄化槽設置済人口＋
下水道処理人口＋農業集
落排水施設整備人口）÷
住民基本台帳人口＝汚水
処理人口普及率

83% 84.20%

市営浄化槽事業について
は、市民より帰属等を受
け市が浄化槽に係る保守
点検業務、施設修繕及び
法定検査等の行うことで
公共用水域の水質改善に
向けた生活排水対策に取
り組み、汚水処理人口普
及率の向上を進めまし
た。

4

　市営浄化槽事業につい
ては、市民より浄化槽の
帰属等を受け市が維持管
理をすることで、生活環
境の改善や生活排水によ
る公共用水域の水質保全
を図ることができた

拡充・充
実

　市営浄化槽事業につい
ては、市が管理すべき市
営浄化槽の基数が年々増
加していることから、適
正かつ効率的な維持管理
に取り組んでいきます。

下水道総務
課

市営浄化
槽整備事
業

　生活排水処理アクションプロ
グラムに基づく施設整備を推進
するため、市が浄化槽を設置す
ることで、生活環境の改善と公
共用水域の水質保全を図るた
め、市民と一体となった生活排
水対策に取り組みます。

汚水処理人口
普及率

　下水道・農業集落排水
事業区域、共同汚水処理
施設対象区域に浄化槽を
設置した住宅が取り込ま
れていくことから、浄化
槽処理人口普及率のみで
は成果指針は見出せない
ため、浄化槽を含んだ汚
水処理人口普及率を成果
指針とします。
　（浄化槽設置済人口＋
下水道処理人口＋農業集
落排水施設整備人口）÷
住民基本台帳人口＝汚水
処理人口普及率

83% 84.20%

市営浄化槽事業について
は、市が浄化槽を設置す
ることで公共用水域の水
質改善に向けた生活排水
対策に取り組み、汚水処
理人口普及率の向上を進
めました。

4

　市営浄化槽事業につい
ては、市が浄化槽を設置
することで生活環境の改
善や生活排水による公共
用水域の水質保全を図る
ことができた。

拡充・充
実

　市営浄化槽事業につい
ては、できる限り申請者
の求める時期に浄化槽の
設置ができるよう取り組
んでいきます。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成29年度） 事業の評価
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下水道総務
課

維持管理
事業

　農業集落におけるし尿、生活
雑排水などの汚水を処理し、農
業用用排水の水質保全及び施設
の機能維持、生活環境の改善を
図るとともに、公共用水域の水
質保全に寄与する目的で整備さ
れた施設（処理施設・管路施
設）の維持管理を行います。

農業集落排水
供用率

　供用人口÷定住人口＝
供用率（％）

93% 93%
　供用人口、定住人口が
変動したものの目標を達
成した。

4

　農業集落排水事業を適
正に管理運営することに
より、農業用用排水の水
質保全と農村生活環境の
改善に寄与することがで
きました。

現状維持

　今後とも、農業集落排
水処理施設の維持管理、
及び農業集落排水事業の
管理運営を適正に行いま
す。

下水道総務
課

維持管理
事業

　生活排水処理アクションプロ
グラムに基づき、公共下水道計
画区域外となった９団地の共同
汚水処理施設について、各団地
の管理組合等からの申請によ
り、市への帰属を受け維持管理
を行うことで、生活環境保全、
公衆衛生の向上及び公共用水域
の水質の保全を図ります。

汚水処理人口
普及率

　下水道・農業集落排水
事業区域、共同汚水処理
施設対象区域に浄化槽を
設置した住宅が取り込ま
れていくことから、浄化
槽処理人口普及率のみで
は成果指針は見出せない
ため、浄化槽を含んだ汚
水処理人口普及率を成果
指針とします。
　（浄化槽設置済人口＋
下水道処理人口＋農業集
落排水施設整備人口）÷
住民基本台帳人口＝汚水
処理人口普及率

83% 84.20%

　共同汚水処理施設事業
については、団地の管理
組合等より帰属を受け市
が共同汚水処理施設に係
る保守点検業務、施設修
繕及び法定検査等の行う
ことで公共用水域の水質
改善に向けた生活排水対
策に取り組み、汚水処理
人口普及率の向上を進め
ました。

4

　共同汚水処理施設事業
については、団地の管理
組合等より帰属を受け市
が維持管理をすること
で、生活環境の改善や生
活排水による公共用水域
の水質保全を図ることが
できた。

拡充・充
実

　平成２９年度に創設し
た共同汚水処理施設事業
において、生活排水によ
る公共用水域の水質保全
を図るため適正な維持管
理を行なっていきます。

下水道総務
課

使用料・
受益者負
担金賦課
徴収事業

　適正な料金水準でのサービス
提供及び持続可能な事業経営を
実現するため、事業経営の根幹
をなす下水道使用料及び施設建
設のための貴重な財源である受
益者負担金などを適正に賦課す
るとともに、賦課した使用料等
については、市民の公平な負担
が実現できるよう確実な徴収を
実施します。

下水道使用料
の徴収率

　下水道使用料は下水道
事業経営の根幹を形成す
る収入であり、市民の公
平な負担を期する観点か
らもその徴収率の向上を
目指す必要性から設定し
ました。目標値について
は、平成26年度地方公営
企業法適用により実績値
が減となったが、平成27
年度については平成26年
度と同様に98.2%を数値
目標といたします。

98.2% 89.1%
下水道使用料の徴収
率の向上

　前年度比0.3％の減と
なりました。
　原因としては、28年度
には大口の収入があった
こと、大口使用者の事業
実績の悪化により収入が
お幅に減少したことが低
下の要因であったと考え
ます。
　引き続き、水道局との
連携のもと、徴収率の向
上に努めます。

4

　説明会等を通じて下水
道使用料及び受益者負担
金（分担金）制度に対す
る理解を深めるととも
に、適正な賦課徴収を実
施することにより、収入
の確保を図りました。
　また、水道局との連携
のもと、更なる下水道使
用料の徴収率の向上に努
めます。

拡充・充
実

　下水道使用料及び受益
者負担金（分担金）制度
について、市民の理解を
深めるとともに、使用料
及び受益者負担金等の滞
納整理体制の強化を図る
など、更なる収入の確保
に努めます。

下水道建設
課

排水設備
検査・指
導事業

　下水道供用開始済地域におけ
る公共下水道への接続率を向上
させることにより、公共用水域
の水質保全と住環境の美化を図
るとともに下水道事業の健全な
経営に寄与します。

下水道供用開
始区域内世帯
の接続率

　下水道供用開始済地域
における公共下水道への
接続を推進し、下水道接
続世帯数の増加を図る必
要があることから、下水
道供用開始区域内世帯の
接続率を指標とします。
（下水道接続世帯数/下水
道供用開始済区域内の世
帯数×１００）

90% 89.60%
下水道接続世帯数の
増

水洗化人口の減少による
もの及び長期不在の空き
家等が増加傾向にあるた
め目標値に達しませんで
した。

3

　供用開始から3年以上
を経過して未接続である
世帯及び事業所に対する
戸別訪問を人員を増員
し、積極的に実施しまし
たが、数値的に接続率は
目標値を下回る結果とな
りました。
　引き続き戸別訪問によ
る啓発を強化するととも
に、各種助成制度の啓発
など、接続率の向上に向
けた取組を推進します。
　一方、今後は、老人世
帯の増加や人口の減少に
より、接続率は90％を少
し上回る程度で頭打ちに
なることが予想されま
す。

拡充・充
実

　未接続世帯等への戸別
訪問による啓発を実施す
ることで、更なる接続率
の向上を目指します。
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下水道建設
課

一般管理
事業

 　下水道施設に係る維持管理事
業の総合的な調整及び事業に係
る事務的諸経費の効率的な執行
に努め、円滑な事業の推進を図
ります。

事業決算額の
対前年度比

事務費の適正な執行によ
り、事務経費の抑制を図
ることを目標とするた
め、事業決算額の対前年
度比を指標とします。
なお、経費のうち公用車
の車検に係る経費及び備
品購入費は除くものとし
ます。

98% 80.80% 事業費の縮減 賠償責任保険料の増 3

　目標値は下回っており
ますが、公用車の車検に
よる損害賠償責任保険料
等の増によるものであ
り、概ね適正に執行でき
ました。

現状維持
事務費の縮減に努めつ
つ、効率的な予算執行を
行います。

下水道建設
課

管きょ維
持管理事
業（公
共）

　下水道施設の適正な維持管理
を行うことにより、機能性及び
安全性の確保に努めるととも
に、経年的に増加する資産の効
率的な管理を推進し、維持管理
に係る支出の抑制を図ります。

不明水調査率
（公共下水
道）

管路の維持管理上、特に
問題となっている不明水
について、調査の５カ年
計画を作成し、その調査
済率（調査済の延長/平成
２５年度～平成２９年度
までの５カ年計画の総延
長）×１００を指標とし
ました。

92.30% 92.80%

不明水対策を計画に
基づき実施し、管路
施設の機能確保を図
り、維持管理経費の
削減に努める。

不明水調査業務及び不明
水対策工事を実施し、目
標は概ね達成できまし
た。。また、頻発する突
発事故に対し早期対応す
ることで事故の拡大を防
ぐことができました

4

　下水道台帳の更新と計
画的な不明水対策及び迅
速な修繕を実施すること
で、施設の機能保全と安
全性の確保を図ることが
できました。

現状維持

　下水道台帳の更新及び
点検・調査、修繕等の履
歴を管理することにより
施設の状態を把握し、事
後対策型の維持管理から
予防保全型の対応を実施
することで、維持管理経
費の削減を図り、長寿命
化を含めた施設の適切な
保全に努めます。

下水道建設
課

管きょ維
持管理事
業（特
環）

　下水道施設の適正な維持管理
を行うことにより、機能性及び
安全性の確保に努めるととも
に、経年的に増加する資産の効
率的な管理を推進し、維持管理
に係る支出の抑制を図ります。

マンホール蓋
取替率（特定
環境保全公共
下水道）

管路の維持管理上、特に
問題となっている不明水
について、マンホール蓋
取替５カ年計画を作成
し、その整備済率（整備
済の箇所数/平成２５年度
～平成２９年度までの５
カ年計画の総数）×１０
０を指標としました。

100% 100%
　下水道施設の機能
性及び安全性の確保

 頻発する突発事故に対
し、早期対応することで
事故の拡大を失せぐこと
ができました。

4

 迅速な修繕を実施するこ
とで、施設の機能保全と
確保を図ることができま
した。

現状維持

 施設修繕を的確に行うこ
とで、施設の長寿命化と
安全性の確保に努めま
す。

下水道施設
課

施設管理
運営事業

　南部産業廃棄物最終処分場に
おいて、浸出水処理設備等の適
切な運転を行うとともに放流水
の水質検査及び大気環境の分析
調査を通じてその適正な基準を
維持確保し、施設周辺の住民の
生活環境及び公共用水域の水質
を保全します。

事業費の伸び
率（対前年度
比較とする。
政策的経費及
び繰越事業費
は除く）

　放流水質及び大気環境
の基準を遵守し、施設周
辺の住民の生活環境を保
全するとともに、施設の
計画的かつ効率的な維持
管理を実施することによ
り事業費の縮減を図りま
す。

99% 99.8%
　効率的な施設運営
による維持管理費の
縮減

　定性的な目標である維
持管理費の縮減に努め、
効率的な施設運営ができ
ました。

4

　放流水質及び大気環境
の適正な基準を遵守する
ことができました。ま
た、効率的な運営につい
ても、全体の事業費とし
て縮減を行うことができ
ました。。

廃止

　効率的な施設運営管理
により、維持管理経費の
縮減に努めます。また、
現在は当処分場への汚泥
の搬入・埋立は行ってお
らず、平成３０年度事業
において、浸出水遮水用
シートの改築工事後に覆
土し、浸出水の監視を２
年程度行った後、異常が
なければ廃止の予定で
す。

下水道施設
課

排水施設
維持管理
事業

　市内の排水機場について、日
常の点検業務や修繕等の適正な
維持管理を通じて施設機能の保
全・充実に努め、市民の生命や
財産の安全を確保するため、大
雨による浸水被害の低減を図り
ます。

市内排水機場
の1秒間の排
水能力

排水機場の機能が十分に
確保された状態を想定
し、市内排水機場の1秒
間の排水能力を設定しま
した。

65.7㎥/S 65.7㎥/S
排水能力は現状維持であ
りますが、現有施設の機
能確保はできました。

3

　日常の点検や修繕など
適正な維持管理を行った
ことにより、現有施設の
排水機能の保全ができま
した。

現状維持

　計画的な修繕や適切な
維持管理を実施すること
により、有事の際に最大
限の施設能力が発揮でき
るよう機能の保全を図り
ます。また、効率的な維
持管理により経費の縮減
に努めます。
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下水道施設
課

ポンプ場
維持管理
事業

　市内のポンプ場について、日
常の点検業務や修繕等の適正な
維持管理を通じて施設機能の保
全・充実に努め、市民の生命や
財産の安全の確保するため、大
雨による浸水被害の低減を図り
ます。

市内ポンプ場
の1秒間の排
水能力

ポンプ場の機能が十分に
確保された状態を想定
し、市内ポンプ場の1秒
間の排水能力を設定しま
した。

155.3㎥
/S

155.3㎥
/S

町屋ポンプ場において２
台目のポンプ設置が完了
し、排水能力が向上しま
した。

4

　日常の点検や修繕など
適正な維持管理を行った
ことにより、現有施設の
排水機能の保全ができま
した。

拡充・充
実

　計画的な修繕や適切な
維持管理を実施すること
により、有事の際に最大
限の施設能力が発揮でき
るよう機能の保全を図り
ます。また、効率的な維
持管理により経費の縮減
に努めます。

下水道施設
課

施設維持
管理事業
（中央）

　中央浄化センター及び極楽橋
（中継）ポンプ場の各施設の適
正な運転及び管理を通じて、汚
水を適正な基準の水質に浄化し
て放流することにより、市民の
生活環境及び公共用水域の水質
の保全を図ります。
　また、施設管理の効率化を推
進することにより経費の縮減を
図ります。

事業費の伸び
率（対前年度
比較とする。
政策的経費及
び繰越事業費
は除く）

　放流水質の基準を遵守
し、市民の生活環境及び
公共用水域の水質を保全
するとともに、施設の計
画的かつ効率的な維持管
理を実施することにより
事業費の縮減を図りま
す。

99% 102.7%
　効率的な施設運営
による維持管理費の
縮減

電気使用量の実績につい
ては前年度とほぼ同等で
あったが、施設修繕料の
増により目標値を下回っ
た

3

　電気使用量及び料金は
前年度と同程度の実績を
確保できました。。
　また、放流水質の適正
な基準を確保することが
できました。
　今後においても、より
効率的な運営管理を実施
し経費の縮減に努めま
す。また、適切な維持管
理を持続させるために、
老朽化した設備の更新等
を計画的に進めます。

拡充・充
実

　平成２５年度から着手
した下水道長寿命化計画
は平成２９年度で終了し
ましたが、平成３０年度
策定予定の下水道ストッ
クマネジメント計画に基
づき、引き続き老朽化し
た設備の更新等を進め施
設の延命化を図ること
で、適切な維持管理を持
続し、適正な放流水の水
質基準を遵守します。
また、効率的な維持管理
により、経費の縮減に努
めます。

下水道施設
課

施設維持
管理事業
（公共）

　千里ケ丘、浜田及び椋本の各
浄化センターの施設の適正な運
転及び管理を通じて、汚水を適
正な基準の水質に浄化して放流
することにより、市民の生活環
境及び公共用水域の水質の保全
を図ります。適正な維持管理に
努めます。

事業費の伸び
率（対前年度
比較とする。
政策的経費及
び繰越事業費
は除く）

　放流水質の基準を遵守
し、市民の生活環境及び
公共用水域の水質を保全
するとともに、施設の計
画的かつ効率的な維持管
理を実施することにより
事業費の縮減を図りま
す。

99% 95.80%
　効率的な施設運営
による維持管理費の
縮減

施設修繕（小修繕を除
く）がなかったことによ
る減額

3

　椋本浄化センターにつ
きましては、接続者の増
加による電気使用量等の
増加がみられます。
　しかし、他の浄化セン
ターにつきましては、電
気使用量等の減少をする
ことができました。
　また、全般的に放流水
質の適正な基準を確保す
ることができました。
　今年度は椋本浄化セン
ターにおいて一時的な修
繕を行ったため事業費が
増となりました。
　千里ヶ丘浄化センター
については、将来、志登
茂川流域下水道への接続
が見込めるため、引き続
き必要最小限の修繕等に
留めるなど、より効率的
な施設の運営管理をする
必要があります。

見直し

　適切な維持管理を持続
し、適正な放流水の水質
基準を遵守します。ま
た、効率的な維持管理に
より経費の縮減に努めま
す。千里ヶ丘浄化セン
ターについては、平成３
０年度より志登茂川流域
下水道の供用開始に伴い
廃止となるため、県終末
処理場の供用開始時期等
を見据えた、適切な施設
の運営管理に努めます。

下水道施設
課

施設維持
管理事業
（特環）

　雲林院及び高宮浄化センター
の適正な運転及び管理を通じ
て、汚水を適正な基準の水質に
浄化して放流することにより、
市民の生活環境及び公共用水域
の水質の保全を図ります。

事業費の伸び
率（対前年度
比較とする。
政策的経費及
び繰越事業費
は除く）

　放流水質の基準を遵守
し、市民の生活環境及び
公共用水域の水質を保全
するとともに、施設の計
画的かつ効率的な維持管
理を実施することにより
事業費の縮減を図りま
す。

99% 92.50%
　効率的な施設運営
による維持管理費の
縮減

施設修繕の実績による減 4

　電気使用量は前年度実
績と同程度、効率的な施
設修繕を行う事により事
業費を削減できました。
　また、放流水質の適正
な基準を確保することが
できました。

現状維持

　適切な維持管理を持続
し、適正な放流水の水質
基準を遵守します。ま
た、効率的な維持管理に
より経費の縮減に努めま
す。
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